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合志中部保育園

新型コロナウィルス感染症罹患の園児を対象にした
保険金の請求について（ご案内）

暦の上では処暑を過ぎ、いよいよ秋めいてきた感があります。新型コロナ
ウィルス感染症が猛威を振るって3年目となりました。
さて、この度本園が加入しております公益社団法人全国私立保育連盟保険

制度「ほいくのほけん」は、新型コロナウィルスに罹患した園児を対象に、
事故扱いとして保険金の適用を受けることができるということが分かりまし
た。
そのため、園児であるお子様が罹患したことを別添の書類：「事故受付票19」

にてご記入の上本園へ提出いただきますと、園を経由して申請し、必要な保
険金請求送付先（園児の保護者様）へ連絡等が入るようにいたします。
そこで、下記の事柄をご理解の上、必要に応じて「事故受付票」の申請を

お願いします。

記

¡ 保険名：公益社団法人全国私立保育連盟「ほいくのほけん」園児団体傷
害保険

¡ 内容：本園が加入している「O-157等特定感染症補償コース」では特定
感染症による後遺障害、入院、通院についても保険金をお支払い。（園の
管理下にて発生したか否かを問わない）

¡ 保険金受け取りの流れ
① 保護者により別添の「事故受付票19」を本園へ提出。･･･第1次提出〆切

を2022年9月16日(金)とします。
② 「事故受付票19」を本園で受け付け、代理店の合同会社熊本シホキョウ

へ書類を提出します。罹患者一人１枚記入をお願いします。
③ 代理店もしくはゼンポより、保護者宛に連絡が入り、保護者による請求

事務等（請求書、罹患証明書等の送付）の後に、保険金受け取り。

※ お問い合わせ･･･合志中部保育園、主任保育士または園長まで、お問い合
わせください。
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